
球都桐生プロジェクト野球ラボ整備事業補助金仕様書 

 

１.業務の概要 

1.1 業務名 球都桐生プロジェクト野球ラボ整備事業補助金 

1.2 目的及び基本方針 

(1) 目的 

①野球が盛んなまち「球都桐生」を象徴するような国内初、“野球に特化した市民 

ラボ”を桐生市内に創設。最先端の野球科学の知見共有をはじめ、スポーツテッ 

ク（スポーツ系テクノロジー）やシステムを活用することで、市民の野球ライフ 

をより豊かにする。 

 

②球都桐生ならではの先進的な取り組みを全国に発信することで、同施設への訪 

問を目的としたインバウンドの醸成や、市外から（市内チームとの試合等で）訪れ 

た方々への付加価値として提供することで「球都桐生ブランド」の向上に寄与する 

とともに再訪の機会づくりに活用する。 

 

③体組成の測定・分析等、野球以外のスポーツにおいても有効活用できるものにつ 

いては積極的に市民に開放することで、市民の健康維持管理の拠点として機能させ

る。球都桐生プロジェクトを起点とした他スポーツへの横展開として活用する。 

 

(２）基本方針 

・世代や競技レベルを限定せず、すべての年代が活用できる施設とする 

・環境整備完結型ではなく、サービス提供、運営管理見据えた設計をすること 

・競技力向上だけではなく、障害予防、個別の身体データ活用を前提とする 

・他スポーツへの転用も前提とし、市外からの利用者流入を目指す 

 

1.3 本業務の範囲 

 本業務の範囲は以下のとおりとする。 

(1)  桐生市の要求を満たす野球ラボ整備 

(2)  整備した野球ラボの保守・管理 

（3）球都桐生プロジェクトほか事業との連携 

 (4) 野球ラボに関する情報発信 

 (5) 野球ラボ利用助成に関する手続き 

  



1.4 履行期間 

(1) 野球ラボ整備・管理期間 

選定日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

 

1.5 履行場所 

 各事業者において作業を行う場所を確保し、当該費用は自己負担とする。 

 

２.野球ラボ整備に関する基本要件 

2.1 野球ラボ整備 

  野球ラボ整備の基本方針は以下のとおりとし、球都桐生プロジェクトの目的や基本方 

針等を勘案し、桐生市との協議を重ね作成すること。 

(1) 最新鋭の野球科学、スポーツテクノロジー機器の配備。ただし、令和 5 年度導入され

た機器類（別紙参照）とは別の機器やサービスの配備を条件とする。 

(2) 年間を通じて安全に利用できるための測定環境の確保。 

(3) 測定だけでなく、実技・トレーニングも並行して行えるスペースの確保。 

(4) 短期的なパフォーマンス志向ではなく、長期的な成果を試行するもの。 

(5) 同施設利用者向けの Web サイト構築、運営、管理。 

(6) 同施設を活用した定期的な野球スキル向上イベントの開催。 

(7) 同施設を活用した定期測定会の実施とそれに伴うデータ管理、分析サポートの提供。 

(8) 最先端機器を活用した分析を可能とする専門アドバイザーの確保。 

(9) 個人利用だけでなく、団体利用も視野に入れた運営体制構築。 

(10) 使用目的を野球に限定せず、他競技でも活用できる施設レイアウト、備品の考案。 

 

3.スケジュール管理・遂行 

3.1 野球ラボ整備に関する計画書 

 受託者は選定後に、本業務における目標、作業項目と役割分担、スケジュール管理方法 

等を記した「野球ラボ整備計画書」を作成し、提出すること。 

3.2 会議の開催 

  プロジェクトの遂行にあたり、事前協議期間、検討会議を行うこと。 

 

4.その他 

4.1 支払い方法 

 (1)金額 

   見積採用金額に消費税相当額を加えたものとする。 

(2)支払方法 

    別途協議するものとする。 



 

 

4.2 機密保護 

 (1)個人情報、秘密と指定した事項及び業務の履行に際し知り得た秘密（以下「秘密情報」 

という。）を第三者に漏らし、又は不当な目的で利用してはならない。契約終了後も同 

様とする。 

  (2)秘密情報を取り扱う責任者及び従事者は、秘密保持を誓約しなければならない。再委

託先についても同様とする。 

4.3 再委託 

 (1)本業務の委託契約部分にかかる業務の全部又は一部の処理を第三者に委託する場合、 

あらかじめ書面による再委託にかかる桐生市の承認を得る必要がある。 

 (2)委託者は、再委託先の行為について、全責任を負うこと。 

4.4 権利の帰属 

   受託者から桐生市に引き渡された、この業務の対象となる成果物について、所有権、著

作権、その他の当該成果物を利用するために必要な一切の権利は全て桐生市に帰属す

る。受託者は、前項の成果物につき、発注者に対し、著作者人格権を行使しないものと

する。 

4.5 協議 

   本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項で協議の

必要がある場合は受託者桐生市と協議を行うこと。 

 

 


